
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育園、幼稚園は乳幼児が長時間にわたり集団で生活する場所です。

感染症の感染拡大を防止する観点から、下記の感染症について登園届

けの提出をお願い致します。 

園児の健康回復状態が、集団生活が可能な状態となってからの登園

となるようによろしくお願い致します。 
 
【医師の診断を受け、保護者が記入する登園届けが必要な感染症】 
感 染 症 名 登 園 可 能 と な る 基 準 

インフルエンザ 発症した後５日経過し、かつ解熱後３日を経過していること 

新型コロナウイルス 

感染症 

発症した後５日経過し、かつ症状が軽快した後１日を経過し

ていること 

溶連菌感染症 抗菌薬内服後 24～48 時間が経過していること 

マイコプラズマ肺炎 発熱や激しい咳が治まっていること 

手足口病 発熱や口腔内の水疱、潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれる

こと 

伝染性紅斑(りんご病) 全身状態がよいこと 

感染性胃腸炎（ﾉﾛｳｲﾙｽ 

ﾛﾀｳｲﾙｽ、ｱﾃﾞﾉｳｲﾙｽ等） 

嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれること 

ヘルパンギーナ 発熱や口腔内の水疱、潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれる

こと 

ＲＳウイルス感染症 呼吸器症状が消失し、全身状態がよいこと 

帯状疱疹 全ての発疹が痂皮（かさぶた）化していること 

突発性発疹 解熱し機嫌がよく全身状態がよいこと 

伝染性膿痂疹 

（とびひ） 

皮膚が乾燥しているか、湿潤部位が覆える程度になっている

こと 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

登 園 届（保護者記入） 

令和   年   月   日 

〔宛先〕学校法人ワタナベ学園 幼保連携型認定こども園 戸頭さくらの森 

クラス名            園児名               

医療機関名 「                     」において、 

病 名   『                   』と診断され、 

下記の期間、出席停止の指示がありました。 

出席停止期間：令和   年   月   日 ～ 令和   年   月   日 

その後、出席停止期間が経過し、病状も回復し集団生活に支障がない状態

になったので登園致します。 

保護者名                印 


